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改正省エネ法で第1種指定工場に義務付けられている省エネ
ルギー目標達成のための『中長期計画の作成・提出』に、本
システムは有効です。また、エネルギーの使用量が第1種、

第2種指定工場の下限に近い場所には、本システムの採用に
より、第1種→第2種、第2種→管理指定外という可能性も
想定されています。

●旧省エネ法

エネルギー管理指定工場の新旧区分の比較

の省エネユニット・コントローラは
工場の「改正省エネ法」対策に有効です
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エネルギーの使用量の記録

●改正省エネ法
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エネルギーの使用量の定期報告
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